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○
公
安
委
員
会
規
則

　 毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

九
州
凸
版
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

　
　
　
大
分
県
公
安
委
員
会
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
大

分
県

公
安

委
員

会
事

務
決

裁
規

則
（

平
成

1
3
年

大
分

県
公

安
委

員
会

規
則

第
７

号
）

の
一

部
を

次
の

よ

う
に

改
正

す
る

。

　
別

表
の

地
方

自
治

法
（

昭
和

2
2
年

法
律

第
6
7
号

）
に

規
定

す
る

事
務

の
部

中
「

第
2
4
2
条

第
３

項
及

び
第

４
項

」
を

「
第

2
4
2
条

第
４

項
及

び
第

５
項

」
に

改
め

、
同

表
の

大
分

県
安

全
・

安
心

ま
ち

づ
く

り
条

例

（
平

成
1
6
年

大
分

県
条

例
第

1
5
号

）
に

規
定

す
る

事
務

の
部

の
第

2
4
条

の
項

中
「

児
童

等
」

を
「

学
校

等
に

お
け

る
児

童
等

」
に

改
め

、
同

部
に

次
の

よ
う

に
加

え
る

。

 第
2
7
条

通
学

路
等

に
お

け
る

児
童

等
の

安
全

の
確

保
の

た

め
の

指
針

の
策

定

　
別

表
の

大
分

県
暴

力
団

排
除

条
例

施
行

規
則

（
平

成
2
3
年

大
分

県
公

安
委

員
会

規
則

第
１

号
）

に
規

定
す

る
事

務
の

部
の

次
に

次
の

よ
う

に
加

え
る

。

大
分

県
特

殊
詐

欺
等

被
害

防
止

条
例

（
令

和
元

年
大

分
県

条
例

第
3
7
号

）
に

規
定

す

る
事

務

第
2
4
条

個
人

情
報

保
護

委
員

会
に

対
す

る
処

分
又

は
行

政
指

導
の

要
求

　
　
　
附
　
則

　
こ

の
規

則
は

、
令

和
２

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

た
だ

し
、

別
表

の
大

分
県

安
全

・
安

心
ま

ち
づ

く

り
条

例
（

平
成

1
6
年

大
分

県
条

例
第

1
5
号

）
に

規
定

す
る

事
務

の
部

の
第

2
4
条

の
項

及
び

第
2
7
条

の
項

の
改

正
規

定
は

、
公

布
の

日
か

ら
施

行
す

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
大

分
県

道
路

交
通

法
施

行
細

則
の

一
部

を
改

正
す

る
規

則
を

こ
こ

に
公

布
す

る
。

　
　

令
和

２
年

３
月

2
4
日

大
分

県
公

安
委

員
会

委
員

長
　

　
岩

　
　

　
本

　
　

　
光

　
　

　
生

　

大
分

県
公

安
委

員
会

規
則

第
４

号

　
　
　
大
分
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
大

分
県

道
路

交
通

法
施

行
細

則
（

昭
和

5
1
年

大
分

県
公

安
委

員
会

規
則

第
２

号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に

改
正

す
る

。

　
第

1
2
条

第
１

号
ア

ア
及

び
イ

中
「

６
歳

未
満

」
を

「
小

学
校

就
学

の
始

期
に

達
す

る
ま

で
」

に
改

め
る

。

　
第

1
5
条

の
２

を
削

る
。

　
別

表
第

２
の

一
般

国
道

1
9
7
号

の
項

中

「

　
大

分
県

公
安

委
員

会
事

務
決

裁
規

則
の

一
部

を
改

正
す

る
規

則
を

こ
こ

に
公

布
す

る
。

　
　

令
和

２
年

３
月

2
4
日

大
分

県
公

安
委

員
会

委
員

長
　

　
岩

　
　

　
本

　
　

　
光

　
　

　
生

　

大
分

県
公

安
委

員
会

規
則

第
３

号

一



令
和
二
年
三
月
二
十
四
日

二

大
分
県
報
（
公
安
委
規
則
・
告
示
）

○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
百
八
十
三
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改

良
区
の
定
款
変
更
を
認
可
し
た
。

　
　

令
和
二
年
三
月
二
十
四
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

土 

地 

改 

良 

区 

名

所　
　

在　
　

地

認 

可 

年 

月 

日

竹
田
市
土
地
改
良
区

竹
田
市

令
二
・　

三
・　

六

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
百
八
十
四
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改

良
区
の
定
款
変
更
を
認
可
し
た
。

　
　

令
和
二
年
三
月
二
十
四
日

臨
港

道
路

大
分

港
大

在
公

共
埠

頭
幹

線

大
分

市
大

字
大

在
３

番
か

ら
大

分
市

大
字

大
在

２
番

ま
で

臨
港

道
路

大
分

港
大

在
2
1
号

線

大
分

市
大

字
大

在
３

番
か

ら
大

分
市

大
字

大
在

２
番

ま
で

臨
港

道
路

大
分

港
大

在
2
2
号

線

大
分

市
大

字
大

在
２

番
か

ら
大

分
市

大
字

大
在

２
番

ま
で

臨
港

道
路

大
分

港
大

在
1
4
号

線

大
分

市
大

字
大

在
２

番
か

ら
大

分
市

大
字

大
在

２
番

ま
で

臨
港

道
路

大
分

港
大

在
1
5
号

線

大
分

市
大

字
大

在
３

番
か

ら
大

分
市

大
字

大
在

２
番

ま
で

臨
港

道
路

大
分

港
大

在
2
3
号

線

大
分

市
大

字
大

在
３

番
か

ら
大

分
市

大
字

大
在

２
番

ま
で

　
第

1
3
号

様
式

の
２

及
び

第
1
3
号

様
式

の
３

を
削

る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ

の
規

則
は

、
令

和
２

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

大
分

市
大

字
宮

河
内

字
墨

里
4
3
3
7
番

か
ら

大
分

市
大

字
佐

野
1
4
6
7
番

３
ま

で
」

を

「
大

分
市

大
字

宮
河

内
字

墨
里

4
3
3
7
番

か
ら

大
分

市
大

字
佐

野
1
4
6
7
番

３
ま

で
に

改
め

、
同

表
の

一
般

国
大

分
市

大
字

丹
川

字
池

ノ
久

保
2
1
2
7
番

1
5
6
地

先
か

ら
大

分
市

大
字

毛

井
字

過
津

留
1
4
8
6
番

１
地

先
ま

で
」

道
2
1
7
号

の
項

中

「
臼

杵
市

大
字

藤
河

内
字

田
中

4
7
0
6
番

か
ら

臼
杵

市
大

字
末

広
字

黒
丸

1
1
番

２
ま

で
」

を

「
臼

杵
市

大
字

藤
河

内
字

田
中

4
7
0
6
番

か
ら

臼
杵

市
大

字
末

広
字

黒
丸

1
1
番

２
ま

で
に

改
め

、
同

表
の

大
分

市
佐

伯
市

字
岡

2
8
5
8
番

１
か

ら
佐

伯
市

弥
生

大
字

小
田

字
湧

清
水

8
8
7
番

６
地

先
ま

で
」

道
鶴

崎
・

三
佐

線
の

項
の

次
に

次
の

よ
う

に
加

え
る

。

大
分

市
道

松
岡

大
津

留
橋

線

大
分

市
大

字
松

岡
4
3
6
4
番

１
か

ら
大

分
市

大
字

毛
井

1
4
8
6
番

１
ま

で

大
分

市
道

松
岡

東
1
2

号
線

大
分

市
大

字
松

岡
4
3
6
4
番

１
か

ら
大

分
市

大
字

松
岡

4
3
8
2
番

１
ま

で

大
分

市
道

松
岡

東
2
4

号
線

大
分

市
大

字
松

岡
3
2
2
9
番

２
か

ら
大

分
市

大
字

松
岡

3
2
4
2
番

１
ま

で

大
分

市
道

松
岡

東
南

北
９

号
線

大
分

市
大

字
松

岡
3
2
4
2
番

１
か

ら
大

分
市

大
字

松
岡

3
2
1
5
番

１
ま

で

　
別

表
第

２
の

佐
伯

市
道

駅
前

佐
伯

大
橋

線
の

項
の

次
に

次
の

よ
う

に
加

え
る

。

佐
伯

市
道

臼
坪

女
島

線

佐
伯

市
中

村
東

町
1
5
5
2
番

１
地

先
か

ら
佐

伯
市

中
村

東
町

1
4
9
4
番

１

地
先

ま
で

　
別

表
第

２
の

臨
港

道
路

4
0
メ

ー
ト

ル
臨

港
線

の
項

の
次

に
次

の
よ

う
に

加
え

る
。

                 

臨
港

道
路

大
分

港
臨

海
産

業
道

路

大
分

市
大

字
竹

下
字

松
江

1
0
2
1
番

か
ら

大
分

市
大

字
竹

下
字

松
江

1
0
2
1
番

ま
で



令
和
二
年
三
月
二
十
四
日

大
分
県
報
（
告
示
）

大
分
県
告
示
第
百
八
十
六
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
三
月
二
十
四
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
二
十
四
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区　
　

間

区
域
変
更

前

後

別

敷
地
の
幅
員

延　
　

長

備
考

県
道
中
津
高

田
線

中
津
市
大
字
角
木
字
宮
ノ
下

二
八
七
番
三
地
先
か
ら

中
津
市
大
字
角
木
字
宮
ノ
下

二
九
八
番
二
ま
で

前

Ａ

メ
ー
ト
ル

五
〇
・
五

　

～
一
四
・
八

メ
ー
ト
ル

八
二
・
五

上
記
Ａ

及
び
Ｂ

は
、
関

係
図
面

に
表
示

す
る
敷

地
の
区

分
を
い

う
。

中
津
市
大
字
角
木
字
宮
ノ
下

二
八
七
番
三
地
先
か
ら

中
津
市
大
字
角
木
字
宮
ノ
下

二
九
八
番
二
ま
で

後

Ａ

五
〇
・
五

　

～
一
四
・
八

八
二
・
五

中
津
市
字
下
正
路
浦
一
番
一

か
ら

中
津
市
大
字
角
木
字
宮
ノ
下

二
八
八
番
ま
で

Ｂ

四
四
・
一

　

～
一
九
・
六

一
二
二
・
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
百
八
十
七
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
三
月
二
十
四
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
二
十
四
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供　

用　

開　

始　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
上
爪
横
川
線

佐
伯
市
宇
目
大
字
塩
見
園
字
カ
シ
ヤ
二
八
〇
六
番
四

か
ら

令
二
・　

三
・
二
四

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

土 
地 

改 

良 

区 

名

所　
　

在　
　

地

認 

可 

年 

月 

日

富
水
溜
池
土
地
改
良
区

速
見
郡
日
出
町

令
二
・　

三
・　

六

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
百
八
十
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
三
月
二
十
四
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
二
十
四
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区　
　

間

区
域
変
更

前

後

別

敷
地
の
幅
員

延　
　

長

一
般
国
道
二

一
二
号

中
津
市
山
国
町
中
摩
字
請
ノ
口
一
三
九
番

二
二
地
先
か
ら

中
津
市
山
国
町
中
摩
字
請
ノ
口
一
三
八
番

一
地
先
ま
で

前

メ
ー
ト
ル

二
五
・
〇

　

～
一
五
・
七

メ
ー
ト
ル

七
〇
・
六

中
津
市
山
国
町
中
摩
字
請
ノ
口
一
三
四
番

五
か
ら

中
津
市
山
国
町
中
摩
字
鳶
ガ
城
一
五
二
番

二
ま
で

後

三
八
・
三

　

～
一
八
・
六

七
〇
・
六

中
津
市
三
光
土
田
字
林
六
五
二
番
地
先
か

ら中
津
市
三
光
臼
木
字
天
附
一
五
二
一
番
一

一
ま
で

前

三
四
・
六

　

～
一
〇
・
七

九
八
・
〇

後

三
四
・
六

　

～
一
四
・
四

九
八
・
〇

県
道
小
祝
港

線

中
津
市
字
北
門
通
五
六
〇
番
八
地
先
か
ら

中
津
市
字
北
門
通
五
七
〇
番
二
ま
で

前

一
九
・
三

　

～　

六
・
一

五
一
・
〇

中
津
市
字
北
門
通
五
六
〇
番
八
か
ら

中
津
市
字
北
門
通
五
七
〇
番
二
ま
で

後

二
一
・
二

　

～　

八
・
〇

五
一
・
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　

三



令
和
二
年
三
月
二
十
四
日

大
分
県
報
（
告
示
）

四

柳
ヶ
迫

一
番
の
一
部
（
標
柱
三
号
と
四
号
を
結
ん
だ
線
の
南
側
の
部
分
）

六
三
〇
番
の
一
部
（
標
柱
五
号
と
六
号
を
結
ん
だ
線
の
南
側
の
部

分
）

３
号
市

福
所

佐
伯
市

青
山

灰
床

尾
シ
カ

キ長
迫

寺
ノ
ヲ

ク

六
二
四
三
番
の
一
部
（
標
柱
四
号
と
五
号
を
結
ん
だ
線
の
東
側
の

部
分
）
、
六
二
四
五
番
の
一
部
（
標
柱
三
号
と
四
号
を
結
ん
だ
線

の
東
側
の
部
分
）
、
六
二
四
七
番
、
六
二
四
八
番
一
、
六
二
四
八

番
二
及
び
六
二
四
九
番

六
二
五
二
番
一
三
の
一
部
（
標
柱
六
号
と
七
号
を
結
ん
だ
線
の
南

側
の
部
分
）

六
二
五
三
番
一
、
六
二
五
三
番
二
及
び
六
二
五
五
番
の
一
部
（
標

柱
八
号
か
ら
一
〇
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
の
西
側
の
部
分
）

六
七
四
〇
番
一
、
六
七
四
〇
番
二
、
六
七
四
二
番
、
六
七
四
二
番

二
か
ら
六
七
四
二
番
四
ま
で
、
六
七
四
三
番
一
、
六
七
四
四
番
、

六
七
四
五
番
一
、
六
七
四
五
番
四
、
六
七
四
五
番
五
、
六
七
四
八

番
、
六
七
四
九
番
、
六
七
五
八
番
一
、
六
七
五
八
番
三
、
六
七
五

八
番
四
、
六
七
五
九
番
、
六
七
六
〇
番
及
び
六
七
六
一
番
一
の
一

部
（
標
柱
一
号
と
二
号
を
結
ん
だ
線
の
東
側
の
部
分
）

浦
代
南

津
久
見

市

長
目

風
呂
元

浦
代

二
一
九
番
の
一
部
（
標
柱
一
号
と
二
号
を
結
ん
だ
線
の
北
側
の
部

分
）
、
二
二
〇
番
、
二
二
一
番
、
二
二
二
番
一
、
二
二
二
番
二
、

二
二
三
番
、
二
二
四
番
三
、
二
二
五
番
の
一
部
（
標
柱
一
号
と
二

号
を
結
ん
だ
線
の
北
側
の
部
分
）
、
二
二
七
番
三
、
二
三
一
番

三
、
二
三
二
番
、
二
三
三
番
一
、
二
四
六
番
一
及
び
二
四
六
番
四

五
七
五
番
、
五
七
六
番
、
五
七
七
番
一
か
ら
五
七
七
番
三
ま
で
、

五
七
八
番
、
五
七
九
番
、
五
八
〇
番
一
、
五
八
一
番
一
、
五
八
一

番
二
、
五
八
二
番
、
五
八
三
番
、
五
八
三
番
二
、
五
八
三
番
三
、

五
八
四
番
、
五
八
五
番
一
、
五
八
五
番
二
及
び
五
九
八
番

福
良
西

津
久
見

市

網
代

坂
田

九
八
四
番
の
一
部
（
標
柱
一
号
と
二
号
を
結
ん
だ
線
の
北
側
の
部

分
）
、
九
八
六
番
の
一
部
（
標
柱
一
号
と
二
号
を
結
ん
だ
線
の
北

側
の
部
分
）
、
九
八
七
番
の
一
部
（
標
柱
一
号
と
二
号
を
結
ん
だ

線
の
北
側
の
部
分
）
、
九
八
八
番
の
一
部
（
標
柱
七
号
、
一
号
及

び
二
号
を
順
次
結
ん
だ
線
の
西
側
の
部
分
）
、
九
八
九
番
の
一
部

（
標
柱
七
号
と
一
号
を
結
ん
だ
線
の
西
側
の
部
分
）
、
九
九
〇

番
、
九
九
一
番
の
一
部
（
標
柱
一
号
と
二
号
を
結
ん
だ
線
の
北
側

の
部
分
）
、
九
九
二
番
、
九
九
三
番
、
九
九
四
番
の
一
部
（
標
柱

七
号
と
一
号
を
結
ん
だ
線
の
西
側
の
部
分
）
、
九
九
五
番
の
一
部

（
標
柱
七
号
と
一
号
を
結
ん
だ
線
の
西
側
の
部
分
）
、
九
九
六
番

の
一
部
（
標
柱
七
号
と
一
号
を
結
ん
だ
線
の
西
側
の
部
分
）
、
九

佐
伯
市
宇
目
大
字
塩
見
園
字
河
ノ
ツ
ル
二
八
八
四
番

二
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
百
八
十
八
号

　

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
二
十
四
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

指
定
区

域
の
名

称

所　
　
　
　
　
　
　

在　
　
　
　
　
　
　

地

市
町
村

大　

字

字

地　
　
　
　
　
　
　

番

神
谷
２

中
津
市

山
国
町

中
摩

城
山

官
浪

二
一
番
一
の
一
部
（
標
柱
三
号
か
ら
五
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線

の
西
側
の
部
分
）
、
二
二
番
の
一
部
（
標
柱
四
号
と
五
号
を
結
ん

だ
線
の
西
側
の
部
分
）
、
二
三
番
の
一
部
（
標
柱
三
号
と
四
号
を

結
ん
だ
線
の
南
側
の
部
分
）
及
び
二
四
番
の
一
部
（
標
柱
一
号
か

ら
四
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
の
東
側
の
部
分
）

七
六
番
二
の
一
部
（
標
柱
一
号
と
七
六
番
二
、
八
三
番
及
び
八
四

番
二
の
接
す
る
点
を
結
ん
だ
線
の
東
側
の
部
分
）
、
八
三
番
、
八

四
番
一
か
ら
八
四
番
三
ま
で
、
八
五
番
一
、
八
五
番
六
、
八
六

番
、
八
七
番
、
八
八
番
二
及
び
八
八
番
三

幸
田

中
津
市

耶
馬
溪

町

金
吉

大
島

岸
高

園
畑

堂
連
寺

七
〇
番
の
一
部
（
標
柱
一
号
と
二
号
を
結
ん
だ
線
の
東
側
の
部

分
）
、
七
一
番
の
一
部
（
標
柱
一
号
と
二
号
を
結
ん
だ
線
の
東
側

の
部
分
）
、
七
二
番
の
一
部
（
標
柱
一
号
と
二
号
を
結
ん
だ
線
の

東
側
の
部
分
）
、
七
三
番
一
、
七
五
番
一
、
七
六
番
一
か
ら
七
六

番
三
ま
で
、
七
七
番
一
、
八
三
番
一
、
八
四
番
一
、
八
四
番
二
、

八
五
番
、
八
六
番
一
、
八
六
番
二
、
八
七
番
か
ら
九
七
番
ま
で
、

一
〇
五
番
二
、
一
〇
六
番
五
及
び
一
〇
七
番
五

五
九
四
番
の
一
部
（
標
柱
一
号
と
二
号
を
結
ん
だ
線
の
東
側
の
部

分
）
、
五
九
五
番
の
一
部
（
標
柱
一
号
か
ら
三
号
ま
で
を
順
次
結

ん
だ
線
の
東
側
の
部
分
）
及
び
五
九
六
番
の
一
部
（
標
柱
二
号
と

三
号
を
結
ん
だ
線
の
東
側
の
部
分
）

六
〇
七
番
の
一
部
（
標
柱
二
号
と
三
号
を
結
ん
だ
線
の
東
側
の
部

分
）
、
六
〇
八
番
の
一
部
（
標
柱
二
号
と
三
号
を
結
ん
だ
線
の
東

側
の
部
分
）
、
六
〇
九
番
の
一
部
（
標
柱
二
号
か
ら
四
号
ま
で
を

順
次
結
ん
だ
線
の
南
側
の
部
分
）
、
六
一
〇
番
の
一
部
（
標
柱
三

号
か
ら
六
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
の
南
側
の
部
分
）
及
び
六
一



令
和
二
年
三
月
二
十
四
日

大
分
県
報
（
告
示
）

加
嶋
屋

敷

部
（
標
柱
三
号
か
ら
六
号
を
順
次
結
ん
だ
線
の
南
側
の
部
分
）
及

び
一
五
四
六
番
二
か
ら
一
五
四
六
番
七
ま
で

一
四
九
六
番
の
一
部
（
標
柱
三
号
と
四
号
を
結
ん
だ
線
の
東
側
の

部
分
）
、
一
五
四
五
番
一
の
一
部
（
標
柱
三
号
と
四
号
を
結
ん
だ

線
の
東
側
の
部
分
）
及
び
一
五
四
七
番
の
一
部
（
標
柱
四
号
と
五

号
を
結
ん
だ
線
の
東
側
の
部
分
）

こ
れ
ら
の
土
地
に
伴
う
国
有
地
等
無
番
地
の
全
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
百
八
十
九
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
都
市

計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
。

　
　

令
和
二
年
三
月
二
十
四
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

中
津
市

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　
　

中
津
都
市
計
画
下
水
道
事
業

　
　

中
津
公
共
下
水
道

三　

事
業
施
行
期
間

　
　

変
更
前　

昭
和
五
十
四
年
三
月
二
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

　
　

変
更
後　

昭
和
五
十
四
年
三
月
二
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　
　

 　

昭
和
五
十
四
年
三
月
二
日
大
分
県
告
示
第
二
百
二
十
号
、
昭
和
五
十
五
年
十
月
十
一
日
大
分
県
告
示

第
千
百
六
十
三
号
、
昭
和
五
十
七
年
九
月
二
十
一
日
大
分
県
告
示
第
千
百
五
十
六
号
、
平
成
元
年
三
月

二
十
八
日
大
分
県
告
示
第
四
百
七
十
二
号
、
平
成
二
年
八
月
十
七
日
大
分
県
告
示
第
千
五
号
、
平
成
七

年
九
月
二
十
九
日
大
分
県
告
示
第
九
百
二
十
七
号
、
平
成
十
三
年
六
月
二
十
六
日
大
分
県
告
示
第
千
二

百
六
十
五
号
、
平
成
二
十
年
二
月
五
日
大
分
県
告
示
第
七
十
五
号
及
び
平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
日

大
分
県
告
示
第
七
百
三
十
八
号
の
事
業
地
の
う
ち
ア
に
掲
げ
る
区
域
を
削
り
、
当
該
事
業
地
に
イ
に
掲

げ
る
区
域
を
加
え
た
区
域
と
し
、
当
該
事
業
地
の
う
ち
ウ
に
掲
げ
る
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す

る
。

　
　

ア 　

中
津
市
大
字
角
木
字
鱗
形
、
字
砂
町
、
字
八
反
町
、
字
一
丁
町
及
び
字
巴
の
各
全
部
、
大
字
下

幸
久
保

西
ノ
平

平
地

九
七
番
、
九
九
八
番
の
一
部
（
標
柱
六
号
と
七
号
を
結
ん
だ
線
の

南
側
の
部
分
）
、
九
九
九
番
の
一
部
（
標
柱
六
号
と
七
号
を
結
ん

だ
線
の
西
側
の
部
分
）
、
一
〇
〇
七
番
一
の
一
部
（
標
柱
六
号
と

七
号
を
結
ん
だ
線
の
西
側
の
部
分
）
、
一
〇
〇
九
番
の
一
部
（
標

柱
七
号
と
一
号
を
結
ん
だ
線
の
西
側
の
部
分
）
、
一
〇
一
四
番
一

の
一
部
（
標
柱
七
号
と
一
号
を
結
ん
だ
線
の
西
側
の
部
分
）
、
一

〇
一
四
番
二
及
び
一
〇
一
五
番
の
一
部
（
標
柱
七
号
と
一
号
を
結

ん
だ
線
の
西
側
の
部
分
）

六
一
一
番
か
ら
六
一
四
番
ま
で
、
六
一
五
番
の
一
部
（
標
柱
二
号

と
三
号
を
結
ん
だ
線
の
北
側
の
部
分
）
、
六
一
六
番
の
一
部
（
標

柱
二
号
と
三
号
を
結
ん
だ
線
の
北
側
の
部
分
）
、
六
一
七
番
、
六

一
八
番
の
一
部
（
標
柱
二
号
と
三
号
を
結
ん
だ
線
の
北
側
の
部

分
）
、
六
一
九
番
、
六
二
〇
番
の
一
部
（
標
柱
二
号
と
三
号
を
結

ん
だ
線
の
北
側
の
部
分
）
、
六
二
一
番
の
一
部
（
標
柱
二
号
と
三

号
を
結
ん
だ
線
の
北
側
の
部
分
）
、
六
二
二
番
、
六
二
三
番
の
一

部
（
標
柱
二
号
と
三
号
を
結
ん
だ
線
の
北
側
の
部
分
）
、
六
二
四

番
の
一
部
（
標
柱
二
号
と
三
号
を
結
ん
だ
線
の
北
側
の
部
分
）
、

六
二
五
番
、
六
二
六
番
の
一
部
（
標
柱
二
号
と
三
号
を
結
ん
だ
線

の
北
側
の
部
分
）
、
六
二
七
番
の
一
部
（
標
柱
二
号
と
三
号
を
結

ん
だ
線
の
北
側
の
部
分
）
、
六
二
八
番
の
一
部
（
標
柱
二
号
と
三

号
を
結
ん
だ
線
の
北
側
の
部
分
）
及
び
六
三
四
番
の
一
部
（
標
柱

二
号
と
三
号
を
結
ん
だ
線
の
北
側
の
部
分
）

三
五
二
番
の
一
部
（
標
柱
三
号
と
四
号
を
結
ん
だ
線
の
東
側
の
部

分
）
、
三
五
三
番
の
一
部
（
標
柱
三
号
と
四
号
を
結
ん
だ
線
の
東

側
の
部
分
）
、
三
六
五
番
の
一
部
（
標
柱
四
号
と
五
号
を
結
ん
だ

線
の
東
側
の
部
分
）
、
三
六
六
番
の
一
部
（
標
柱
四
号
と
五
号
を

結
ん
だ
線
の
東
側
の
部
分
）
、
三
六
七
番
の
一
部
（
標
柱
四
号
と

五
号
を
結
ん
だ
線
の
東
側
の
部
分
）
、
三
六
八
番
か
ら
三
七
一
番

ま
で
、
三
七
二
番
の
一
部
（
標
柱
四
号
と
五
号
を
結
ん
だ
線
の
東

側
の
部
分
）
及
び
三
七
三
番
一
の
一
部
（
標
柱
四
号
と
五
号
を
結

ん
だ
線
の
東
側
の
部
分
）

六
〇
三
番
、
六
〇
四
番
、
六
〇
六
番
、
六
〇
八
番
一
か
ら
六
〇
八

番
三
ま
で
、
六
〇
九
番
及
び
六
一
〇
番

家
野

臼
杵
市

家
野

榎
津
留

竹
畑

松
ヶ
鼻

七
三
番
二
及
び
七
三
番
一
四
か
ら
七
三
番
一
七
ま
で

六
三
番
一
の
一
部
（
標
柱
一
号
か
ら
三
号
を
順
次
結
ん
だ
線
の
北

側
の
部
分
）
、
六
三
番
三
及
び
六
三
番
五
か
ら
六
三
番
一
五
ま
で

一
五
一
四
番
一
の
一
部
（
標
柱
二
号
と
三
号
を
結
ん
だ
線
の
北
側

の
部
分
）
、
一
五
一
四
番
二
、
一
五
一
六
番
、
一
五
四
六
番
の
一

五



令
和
二
年
三
月
二
十
四
日

六

大
分
県
報
（
告
示
・
公
安
委
告
示
・
警
察
本
部
訓
令
）

池
永
字
八
田
島
、
字
猪
坪
及
び
字
錆
矢
堂
の
各
一
部
、
大
字
上
池
永
字
園
田
及
び
字
尾
園
の
各
全
部

並
び
に
字
矢
筈
及
び
字
久
上
の
各
一
部
、
大
字
永
添
字
中
原
の
全
部
並
び
に
字
長
迫
上
、
字
北
原
、

字
城
屋
敷
、
字
久
上
、
字
鍛
冶
屋
ノ
下
及
び
字
東
浦
の
各
一
部
、
大
字
大
悟
法
字
小
野
間
、
字
今
井

野
、
字
幣
畑
及
び
字
氏
安
の
各
全
部
並
び
に
字
五
郎
ヶ
迫
の
一
部
、
大
字
大
貞
字
枇
杷
迫
、
字
今
井

野
及
び
字
舞
台
の
各
全
部
並
び
に
字
辛
無
及
び
字
ム
ラ
の
各
一
部
、
大
字
下
宮
永
字
上
河
原
の
一

部
、
大
字
高
瀬
字
恩
代
能
、
字
堂
ノ
本
及
び
字
貴
船
の
各
一
部
の
区
域

　
　

イ 　

中
津
市
大
字
東
浜
字
瀬
縄
、
字
前
新
田
、
字
徳
廣
、
字
地
留
、
字
盲
畦
及
び
字
狭
間
の
各
一
部
、

大
字
下
池
永
字
下
古
附
の
全
部
並
び
に
字
自
見
、
字
ホ
ラ
及
び
字
龍
ノ
坪
の
各
一
部
、
大
字
上
池
永

字
碇
土
の
一
部
、
大
字
相
原
字
榎
木
、
字
香
田
、
字
五
号
、
字
石
原
、
字
糸
永
及
び
字
芝
原
の
各
一

部
、
大
字
湯
屋
字
菰
田
及
び
字
道
目
の
各
全
部
並
び
に
字
見
田
、
字
柿
ノ
木
、
字
芝
原
及
び
字
居
屋

敷
の
各
一
部
の
区
域

　
　

ウ 　

中
津
市
小
祝
新
町
、
字
小
祝
字
屋
敷
及
び
字
寺
山
、
大
字
角
木
字
取
渡
、
字
沖
土
手
ノ
下
、
字
ダ

ブ
、
字
二
丁
町
、
字
三
百
間
、
字
七
島
田
、
字
三
角
ダ
ブ
及
び
字
蠣
原
、
大
字
蛎
瀬
字
浜
田
、
大
字

東
浜
字
前
田
、
字
畑
ヶ
田
、
字
鮒
丸
、
字
土
手
、
字
今
新
地
二
番
通
及
び
字
今
新
地
三
番
通
、
大
字

宮
夫
字
沼
口
、
中
殿
町
二
丁
目
、
沖
代
町
二
丁
目
、
大
字
下
池
永
字
鮒
、
字
横
園
、
字
深
町
、
字
佐

矢
ノ
下
及
び
字
京
塚
、
大
字
金
手
字
深
町
、
大
字
湯
屋
字
嶋
尻
、
字
東
高
目
、
字
元
取
無
、
字
角
田

及
び
字
佐
屋
、
大
字
下
宮
永
字
築
ノ
上
、
字
三
枚
河
原
、
字
神
手
、
字
屋
敷
、
字
下
川
原
、
字
前

田
、
字
向
掛
、
字
流
及
び
字
中
河
原
、
大
字
高
瀬
字
田
能
、
字
下
古
川
、
字
下
川
原
、
字
森
ノ
下
、

字
箱
田
、
字
八
幡
、
字
八
綿
、
字
畑
成
、
字
古
川
、
字
根
迫
、
字
宮
瀬
、
字
溝
登
、
字
前
田
及
び
字

林
田
並
び
に
大
字
上
池
永
字
向
ヒ
地
内

　

２　

使
用
の
部
分

　
　

 　

昭
和
五
十
四
年
三
月
二
日
大
分
県
告
示
第
二
百
二
十
号
、
昭
和
五
十
五
年
十
月
十
一
日
大
分
県
告
示

第
千
百
六
十
三
号
、
昭
和
五
十
七
年
九
月
二
十
一
日
大
分
県
告
示
第
千
百
五
十
六
号
、
平
成
元
年
三
月

二
十
八
日
大
分
県
告
示
第
四
百
七
十
二
号
、
平
成
二
年
八
月
十
七
日
大
分
県
告
示
第
千
五
号
、
平
成
七

年
九
月
二
十
九
日
大
分
県
告
示
第
九
百
二
十
七
号
、
平
成
十
三
年
六
月
二
十
六
日
大
分
県
告
示
第
千
二

百
六
十
五
号
、
平
成
二
十
年
二
月
五
日
大
分
県
告
示
第
七
十
五
号
及
び
平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
日

大
分
県
告
示
第
七
百
三
十
八
号
の
事
業
地
の
う
ち
中
津
市
字
古
金
谷
、
大
字
角
木
字
宮
ノ
下
並
び
に
大

字
蛎
瀬
字
下
瀬
、
字
西
新
地
及
び
字
中
島
地
内

○
公
安
委
員
会
告
示

　
警

察
に

お
い

て
身

体
を

拘
束

さ
れ

て
い

る
者

の
食

料
に

関
す

る
告

示
（

昭
和

4
9
年

大
分

県
公

安
委

員
会

告

示
第

１
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。

　
　

令
和

２
年

３
月

2
4
日

大
分

県
公

安
委

員
会

委
員

長
　

　
岩

　
　

　
本

　
　

　
光

　
　

　
生

　

　
本

則
中

「
3
8
1
円

」
を

「
3
8
6
円

」
に

、
「

4
1
0
円

」
を

「
4
1
5
円

」
に

改
め

る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ

の
告

示
は

、
公

示
の

日
か

ら
施

行
し

、
改

正
後

の
警

察
に

お
い

て
身

体
を

拘
束

さ
れ

て
い

る
者

の
食

料

に
関

す
る

告
示

の
規

定
は

、
令

和
２

年
４

月
１

日
か

ら
適

用
す

る
。

○

警

察

本

部

訓

令

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
８
号

警
　

察
　

本
　

部
　

警
　

察
　

学
　

校
　

警
　

　
察

　
　

署
　

　
警

察
官

の
昇

任
試

験
等

に
関

す
る

規
程

（
平

成
４

年
大

分
県

警
察

本
部

訓
令

第
1
4
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。

　
　

令
和

２
年

３
月

2
4
日

大
分

県
警

察
本

部
長

　
竹

　
迫

　
宜

　
哉

　

　
別

表
中

「
巡

査
在

級

２
年

以
上

巡
査

在
級

３
年

以
上

巡
査

在
級

４
年

以
上

」

を

「
巡

査
在

級

３
年

以
上

巡
査

在
級

４
年

以
上

巡
査

在
級

５
年

以
上

」

に
改

め

る
。

　
第

３
号

様
式

中
「

平
成

　
　

年
　

　
月

　
　

日
」

を
「

　
　

　
　

年
　

　
月

　
　

日
」

に
改

め
る

。

　
　
　
附
　
則

　
（

施
行

期
日

）

１
　

こ
の

訓
令

は
、

令
和

２
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。

　
（

経
過

措
置

）

２
 　

こ
の

訓
令

の
施

行
の

際
、

こ
の

訓
令

に
よ

る
改

正
前

の
警

察
官

の
昇

任
試

験
等

に
関

す
る

規
程

第
1
0
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
巡

査
部

長
昇

任
試

験
の

一
般

試
験

の
受

験
資

格
を

満
た

し
て

い
た

者
は

、
こ

の
訓

令
に

よ
る

改
正

後
の

警
察

官
の

昇
任

試
験

等
に

関
す

る
規

程
第

1
0
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
巡

査
部

長
昇

大
分
県
公
安
委
員
会
告
示
第
3
1
号



令
和
二
年
三
月
二
十
四
日

大
分
県
報
（
警
察
本
部
訓
令
・
公
告
・
雑
報
）

三　

臼
杵
市
に
代
わ
っ
て
行
う
公
営
住
宅
等
の
管
理
の
内
容

　

１　

法
第
三
章
の
規
定
に
基
づ
く
公
営
住
宅
等
の
管
理
（
家
賃
の
決
定
並
び
に
家
賃
、
敷
金
そ
の
他
の
金

　
　

銭
の
請
求
、
徴
収
及
び
減
免
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）

　

２　

公
営
住
宅
等
の
維
持
修
繕
に
関
す
る
業
務
そ
の
他
１
に
付
随
す
る
業
務

四　

臼
杵
市
に
代
わ
っ
て
公
営
住
宅
等
の
管
理
を
行
う
期
間

　
　

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

○
公
　
　
　
　
　
告

　

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
九
州
地
方
整
備
局
佐
伯
河
川
国
道
事
務
所
長
か
ら
公
共
測
量
を
終
了
し
た

旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
二
年
三
月
二
十
四
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

作
業
の
種
類

　
　

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）

二　

作
業
の
地
域

　
　

竹
田
市
、
豊
後
大
野
市

三　

作
業
の
終
了
日

　
　

令
和
二
年
二
月
二
十
八
日

○
雑
　
　
　
　
　
報

　

大
分
県
住
宅
供
給
公
社
理
事
長
諏
訪
義
治
か
ら
、
臼
杵
市
営
住
宅
及
び
共
同
施
設
の
管
理
の
代
行
に
つ
い

て
、
次
の
と
お
り
登
載
依
頼
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
二
年
三
月
二
十
四
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

　

公
営
住
宅
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
七
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
市
営
住
宅
及
び
共
同
施
設
（
以
下
「
公
営
住
宅
等
」
と
い
う
。
）
の
管
理
を
行

う
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
二
十
四
日

大
分
県
住
宅
供
給
公
社
理
事
長　
　

諏　
　
　

訪　
　
　

義　
　
　

治　

一　

臼
杵
市
に
代
わ
っ
て
公
営
住
宅
等
の
管
理
を
行
う
地
方
住
宅
供
給
公
社
の
名
称

　
　

大
分
県
住
宅
供
給
公
社

二　

臼
杵
市
に
代
わ
っ
て
管
理
を
行
う
公
営
住
宅
等
の
名
称

　
　

臼
杵
市
市
営
住
宅
条
例
（
平
成
十
七
年
臼
杵
市
条
例
第
百
七
十
七
号
）
別
表
第
一
に
規
定
す
る
公
営
住

　

宅
等

任
試

験
の

一
般

試
験

の
受

験
資

格
を

満
た

し
て

い
る

者
と

み
な

す
。

七


